
        独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る 

    事務処理及び加入事務手続に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第 

   １６２号。以下「法」という。）に基づく災害共済給付に関する事務の円滑化を図

るため、法に基づく事務のうち埼玉県立学校長（以下「学校長」という。）が行う

事務、契約手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（共済掛金） 

第２条 共済掛金の額は別表に掲げる金額とする。 

 

（保護者の同意） 

第３条 学校長は、児童、生徒又は幼児（以下「児童生徒等」という。）の独立行政法人

日本スポーツ振興センター（以下「振興センター」という。）との間に締結する災

害共済給付契約（以下「契約」という。）について、児童生徒等の保護者又は生徒

が成年に達している場合には当該生徒（以下「保護者等」という。）の同意を得る

ものとする。 

 

（名簿更新） 

第４条 学校長は、毎年教育委員会が指定する期日までに契約に係る児童生徒等の名簿を

更新し、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式により、遅滞なく埼

玉県教育局県立学校部保健体育課長（以下「保健体育課長」という。）あて報告す

るものとする。 

 (1) 全校児童生徒等が契約する場合    【様式第１号】 

 (2) 全校児童生徒等の一部が契約する場合 【様式第２号及び様式第３号】 

 (3) 県立中学校並びに特別支援学校の小学部若しくは中学部の要保護児童生徒等が契

約する場合                【様式第４号】 

 

（名簿の追加） 

第５条 学校長は、転入学又は休学者の復学（以下「転入学等」という。）により契約し

ていない児童生徒等を新たに名簿に追加する場合は、転入学等のあった日の属する

月の翌月の５日までに様式第５号により、遅滞なく保健体育課長あて報告するもの

とする。                    

 

（要保護の異動） 

第６条 特別支援学校の学校長は、小学部若しくは中学部の児童生徒が、要保護でなくな

った場合又は要保護となった場合は、その異動のあった日の属する月の翌月の５日

までに様式第６号により、遅滞なく保健体育課長あて報告するものとする。 

   ２  県立中学校長は、生徒が要保護でなくなった場合又は要保護となった場合は、前

項の規定を準用する。 

 

（報告単位） 

第７条 名簿の更新、名簿への追加及び要保護の異動の報告は、第４条に規定する様式に

より学校ごとに行うものとする。ただし、高等学校で全日制の課程のほか定時制又

は通信制の課程がある場合は、それぞれの課程ごとに作成し、報告するものとする。 



 

（保護者負担金の徴収及び納入） 

第８条 学校長は毎年教育委員会が指定する期日までに、送付された「納入通知」により

県に納入するものとする。 

    ２ 学校長は、転入学等による名簿への追加の報告をした場合は、児童生徒等の保護

者等から別表に掲げる共済掛金の保護者負担金を徴収し、前項の保護者負担金を納

入するときに併せて納入するものとする。 

 

（給付金の申請及び支給） 

第９条 契約に係る給付金の保護者等への支給は学校長が行うものとする。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

                                    

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２６日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 



別表 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金（平成３１年度改定）（単位：円） 
  

学校種別 共済掛金 
免責 

特約 
掛金合計 県負担 

免責特約含 

保護者負担 
（保護者から徴収

する額） 

中
学
校 

一般 ９２０ １５ ９３５ ４７５   ４６０ 

要保護  ４０ １５  ５５  ５５     ０ 

準要保護 ９２０ １５ ９３５ ９３５     ０ 

高
等
学
校 

全日制 ２，１５０ １５ ２，１６５ ４００ １，７６５ 

定時制     ９８０ １５ ９９５   ２０５   ７９０ 

通信制    ２８０ ２  ２８２ ６２   ２２０ 

特
別
支
援
学
校 

幼稚部     ２７０ １５  ２８５ ７５   ２１０ 

小・中学部 

一般 
  ９２０ １５  ９３５ ４７５     ４６０ 

要保護    ４０ １５   ５５ ５５     ０ 

準要保護   ９２０ １５  ９３５  ９３５     ０ 

高等部 ２，１５０ １５ ２，１６５ ４００ １，７６５ 

 

※ 共済掛金の総額は、免責特約に係る額を加えた合計金額となる。 

※ 免責特約に係る額は、県が負担する。 

※ 要保護及び準要保護児童生徒の保護者負担額は、要保護が２０円、準要保護が４６０

円とするが、経済的な理由により、保護者からこれを徴収しない。 


